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「

」

に改める。

１　承認の区分 □　新規　　□　変更（第　回目）

２　承認の内容
□　第１種子育て部分休暇（１日につき２時間を超えない範囲内）
□　第２種子育て部分休暇（年10日相当を超えない範囲内）

３　第１種子育て部分休暇
　　の承認の期間等

　　年　　月　　日から
　　年　　月　　日まで

□毎日
□その他
 （　　　　　）

　　時　　分～　　時　　分
　　時　　分～　　時　　分

４　変更の理由

　様式第28号の２中

「

」

を

「

」

に、
　　　時　分～　時　分
　　　時　分～　時　分

「

」
を午　　 前 午　　 後

午前　時　分～　時　分
午後　時　分～　時　分

「

」
に改める。

高校教育課
特別支援教育課

正　　　　　　誤

　令和８年１月22日付け公告「大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定による届出及び届出書の縦覧」中

ページ 行（箇所） 誤

14 ２ (2) 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

正

(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

産業立地・ＩＴ振興課

　令和８年３月23日付け長野県規則第９号「財務規則の一部を改正する規則」中

ページ 行（箇所）　　　　誤 　　　　正

24 下から８ 　令和８年３月　日 　令和８年３月23日

会　計　課


